
負

債

掛

考

課

状

貸

附

之

部

壬

申

四

月

第

一

號

○

足

羽

縣

ヨ

リ

元

大

野

縣

管

下

大

野

郡

上

秋

生

村

外

六

ヶ

村

貸

附

金

若

干

高

ノ

儀

ハ

、

右

村

々

従

来

貧

窮

ノ

上

去

ル

甲

子

年

間

暴

擧

ノ

節

家

屋

悉

ク

灰

燼

ニ

及

ヒ

、

加

之

近

年

屡

違

作

打

續

必

至

難

澁

ノ

次

第

忍

ヒ

難

キ

情

態

ニ

之

ア

リ

、

事

實

憫

然

ノ

至

ニ

付

、

破

格

ノ

詮

議

ヲ

以

テ

右

貸

下

金

ノ

儀

ハ

總

テ

容

捨

相

成

度

、

此

旨

指

揮

ヲ

乞

フ

ト

上

陳

ス

、

因

テ

書

面

貸

下

金

ノ

儀

ハ

、

追

テ

一

般

ノ

所

分

仰

出

サ

ル

ヘ

ク

候

樣

伺

ノ

趣

聞

届

難

ク

ト

指

令

セ

リ

第

二

號

○

犬

上

縣

ヨ

リ

舊

縣

々

貸

附

金

穀

ノ

内

月

割

返

納

或

ハ

皆

納

期

限

ノ

向

等

舊

慣

ヲ

以

テ

納

メ

来

ル

者

之

ア

リ

、

右

ハ

如

何

相

心

得

申

ス

ヘ

キ

ヤ

御

指

揮

之

ア

リ

度

ト

上

陳

ス

、

因

テ

書

面

貸

下

金

穀

ノ

儀

期

限

ニ

至

リ

納

メ

来

ル

分

ハ

受

取

置

、

追

テ

取

調

届

出

ツ

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

三

號

○

石

川

縣

ヨ

リ

故

金

澤

縣

ニ

於

テ

硝

石

製

造

仕

入

方

貸

附

錢

殘

高

、

去

秋

同

縣

ヨ

リ

御

届

ニ

及

ヒ

タ

ル

節

二

万

千

八

百

十

四

貫

四

百

七

十

二

文

ト

書

上

タ

レ

共

、

右

ハ

全

ク

調

違

ニ

テ

其

實

二

万

千

二

百

九

十

一

貫

三

十

四

文

ナ

リ

、

其

後

若

干

高

ヲ

取

立

現

今

殘

高

一

万

七

千

四

百

三

十

三

貫

七

百

四

十

二

文

ニ

之

ア

リ

、

右

調

査

粗

漏

ノ

至

恐

懼

ニ

堪

ヘ

サ

ル

旨

申

出

タ

リ

、

且

向

来

取

立

ノ

方

法

別

紙

云

々

御

指

揮

之

ア

リ

度

旨

伺

出

タ

リ

ト

申

牒

ス

、

因

テ

書

面

元

金

澤

縣

貸

附

錢

ノ

儀

ハ

追

テ

一

般

ノ

所

分

仰

出

サ

ル

ヘ

ク

ニ

付

、

本

帖

證

書

等

取

纏

至

急

差

出

ス

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

四

號

○

山

口

縣

ヨ

リ

元

岩

國

縣

藩

札

支

消

ノ

儀

ニ

付

、

曽

テ

準

備

金

貸

附

ノ

方

法

ヲ

設

ケ

辛

未

八

月

中

御

届

ニ

及

ヒ

タ

ル

所

、

今

般

更

ニ

支

消

ノ

見

込

申

出

ル

ニ

及

ハ

ス

、



準

備

金

ノ

儀

ハ

調

書

差

出

シ

至

急

相

納

ム

ヘ

キ

旨

御

沙

汰

ノ

趣

ニ

由

リ

、

則

別

冊

調

書

差

出

セ

リ

、

随

テ

貸

附

方

辛

未

年

中

出

納

ノ

辻

其

餘

云

々

別

冊

根

帖

證

書

等

御

準

據

之

ア

リ

度

、

且

本

證

書

ノ

儀

ハ

此

中

返

納

期

限

ノ

者

モ

之

ア

リ

、

岩

國

支

廳

ニ

殘

シ

置

タ

リ

ト

別

紙

書

類

ヲ

副

シ

上

申

ス

、

因

テ

書

面

本

證

文

至

急

差

出

ス

ヘ

ク

其

中

返

納

ノ

分

ハ

其

縣

ニ

於

テ

假

受

取

書

相

渡

シ

、

其

段

追

テ

届

出

ツ

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

五

號

○

山

口

縣

ヨ

リ

元

徳

山

縣

ノ

儀

ハ

、

管

轄

内

外

共

米

金

貸

附

ノ

類

之

ナ

ク

旨

申

出

タ

リ

ト

申

牒

セ

リ

第

六

號

○

豊

岡

縣

ヨ

リ

元

宮

津

縣

管

下

丹

後

國

四

郡

村

々

貸

下

殘

錢

十

五

万

八

千

三

百

六

十

九

貫

四

百

十

七

文

、

當

壬

申

三

月

ヨ

リ

三

十

六

ヶ

月

月

割

返

納

ノ

儀

云

々

願

出

タ

ル

ニ

付

取

糾

セ

シ

所

、

事

實

止

ヲ

得

ス

相

聞

ユ

レ

ハ

願

ノ

通

採

用

相

成

度

ト

申

牒

ス

、

因

テ

書

面

伺

ノ

通

ト

指

令

セ

リ

第

七

號

○

山

口

縣

ヨ

リ

故

山

口

縣

藩

債

ノ

内

、

米

金

若

干

高

消

却

ニ

及

ヒ

タ

ル

云

々

取

糾

セ

シ

處

、

右

ハ

曽

テ

舊

知

事

家

禄

ヲ

始

メ

管

下

人

民

共

ヨ

リ

差

出

セ

ル

馳

走

米

或

ハ

貸

附

米

金

ノ

内

取

立

高

等

ヲ

以

テ

夫

々

下

渡

タ

ル

儀

ニ

テ

、

固

ヨ

リ

租

税

ニ

關

係

之

ナ

ク

、

且

東

京

町

人

共

借

入

ノ

分

ハ

一

切

下

渡

取

計

ハ

ス

、

随

テ

逋

債

現

高

書

面

ノ

通

更

ニ

御

届

ニ

及

ヘ

リ

、

将

タ

元

徳

山

縣

ノ

儀

モ

同

様

石

別

冥

加

米

等

ヲ

以

テ

消

却

相

及

ヒ

タ

ル

始

末

前

件

取

計

ヒ

、

以

後

云

々

ノ

達

旨

拝

承

致

セ

ル

儀

ニ

テ

自

然

不

都

合

ヲ

醸

セ

シ

段

全

ク

縣

地

隔

絶

故

ノ

義

ニ

之

ア

リ

、

事

實

餘

儀

ナ

キ

次

第

ニ

付

然

ル

ヘ

ク

諒

察

ヲ

垂

レ

給

ヘ

ト

申

牒

ス

、

因

テ

書

面

故

山

口

縣

及

徳

山

縣

負

債

消

却

ノ

儀

正

租

雑

税

ノ

外

品

ヲ

以

テ

仕

拂

ノ

分

ハ

聞

届

タ

レ

ト

モ

、

貸

附

米

金

取

立

ノ

分

ヲ

以

テ

仕

拂

ノ

廉

并

ニ

徳

山

縣

ノ

分

等

辛

未

九

月

ノ

公

布

ニ

悖

リ

不



都

合

ノ

至

ニ

付

、

右

行

違

ノ

情

實

詳

細

取

調

至

急

申

出

ツ

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

八

號

○

安

濃

津

縣

ヨ

リ

元

長

嵜

縣

管

下

村

々

貸

附

米

ノ

儀

、

近

年

屡

凶

作

打

續

難

澁

ノ

次

第

云

々

ニ

付

右

貸

下

米

返

納

猶

豫

願

出

タ

リ

、

右

情

實

止

ヲ

得

サ

ル

ヲ

以

テ

願

ノ

通

採

用

相

成

度

ト

別

紙

歎

願

ノ

書

面

ヲ

副

シ

上

陳

ス

、

因

テ

願

ノ

通

聞

届

タ

リ

ト

指

令

セ

リ

第

九

號

○

宇

和

島

縣

ヨ

リ

元

吉

田

縣

假

渡

貸

下

銀

ノ

儀

ハ

、

曽

テ

産

物

生

蠟

仕

成

元

ニ

貸

渡

シ

、

生

蠟

出

来

ノ

節

一

且

収

納

ノ

上

之

ヲ

大

阪

表

ヘ

積

出

シ

、

同

地

ニ

於

テ

賣

拂

、

右

代

金

ヲ

以

貸

付

銀

差

引

ヲ

遂

ケ

、

餘

金

ノ

儀

ハ

蠟

坐

ノ

者

ヘ

割

渡

シ

、

其

節

証

書

下

ケ

戻

シ

候

手

續

ニ

テ

、

既

ニ

當

年

ノ

儀

モ

前

規

賣

捌

中

ニ

傚

ヒ

、

此

節

大

阪

表

ニ

テ

賣

捌

中

ニ

之

ア

ル

所

舊

藩

以

来

ノ

仕

来

ニ

テ

、

右

計

算

錯

雑

頗

ル

手

數

ニ

渉

リ

不

分

明

ノ

廉

少

ナ

カ

ラ

ス

、

随

テ

旧

縣

ニ

於

テ

夫

々

清

算

口

々

取

纏

メ

ノ

上

新

縣

ヘ

引

渡

シ

申

度

ニ

付

、

曩

ニ

差

出

セ

ル

本

帖

證

書

ト

モ

一

ト

嵜

下

ケ

渡

相

成

度

旨

願

出

タ

リ

ト

稟

白

ス

、

因

テ

書

面

吉

田

縣

生

蝋

賣

捌

ノ

儀

總

テ

従

来

ノ

振

合

ニ

取

計

ハ

セ

、

口

々

精

算

ノ

上

夫

々

取

纏

メ

其

縣

ヘ

受

取

上

納

致

ス

ヘ

ク

、

且

證

書

ノ

儀

ハ

上

納

相

濟

候

上

下

ケ

渡

ス

ヘ

ク

旨

等

指

令

セ

リ

負

債

掛

考

課

状

貸

附

之

部

壬

申

五

月

第

一

號

○

宮

華

族

其

他

寺

院

名

目

ヲ

以

貸

附

置

タ

ル

金

銀

ノ

訴

状

、

自

今

取

掲

裁

判

ニ

及

ヘ

キ

旨

曽

テ

打

合

申

入

ノ

處

同

意

ト

ノ

儀

ニ

付

、

別

紙

ノ

通

正

院

ヘ

相

伺

度

書

類

相

副

合

議

ニ

及

ヒ

候

間

、

見

込

ノ

趣

至

急

回

答

之

ア

リ

度

旨

司

法

省

ヨ

リ

寄

示

セ

リ

、

因

テ

異

見

之

ナ

キ

旨

ヲ

報

ス



第

二

號

○

舊

藩

々

負

債

處

分

ニ

付

、

舊

幕

府

貸

附

金

并

ニ

日

光

上

野

両

山

中

府

庫

金

其

他

一

切

棄

捐

相

成

ル

上

ハ

、

舊

藩

々

ノ

借

口

ノ

ミ

ナ

ラ

ス

之

ニ

關

セ

ル

士

民

ノ

借

口

是

又

同

轍

當

然

ノ

儀

ナ

リ

、

因

テ

此

旨

地

方

官

心

得

ノ

タ

メ

更

二

左

ノ

通

公

布

相

成

度

ト

正

院

ヘ

稟

啓

シ

、

正

院

之

ヲ

各

府

縣

ヘ

布

告

ス

、

某

文

ニ

曰

舊

幕

府

ノ

節

馬

喰

町

或

ハ

町

年

寄

役

所

ヲ

始

、

大

阪

銅

坐

及

ヒ

各

地

方

奉

行

所

又

ハ

代

官

所

等

ニ

於

テ

、

舊

藩

々

ヲ

始

士

民

融

通

ノ

タ

メ

貸

附

置

タ

ル

金

穀

並

ニ

日

光

上

野

武

庫

金

其

他

諸

料

物

年

番

金

宿

坊

金

等

ノ

類

今

般

詮

議

ノ

次

第

之

ア

リ

、

自

今

一

切

棄

捐

ノ

事

第

三

號

○

熊

野

三

山

貸

附

金
舊

紀

州

家

名

目

貸

附

ノ

内

名

ハ

三

山

ニ

シ

テ

實

紀

州

家

ニ

ア

リ

ノ

儀

ニ

付

、

取

立

方

客

冬

伺

出

ノ

節

云

々

指

令

相

成

タ

ル

所

、

爾

後

各

縣

ニ

於

テ

金

主

共

ヘ

示

談

ニ

及

ハ

サ

ル

旨

仰

出

サ

レ

シ

上

ハ

、

固

ヨ

リ

所

分

上

ニ

於

テ

差

別

ハ

之

ナ

キ

筈

ニ

付

篤

ト

推

究

ニ

及

タ

ル

所

、

右

貸

附

金

ノ

原

由

舊

幕

府

寄

附

金

ヲ

資

本

ト

シ

積

年

諸

方

ヘ

貸

附

ノ

利

潤

ヨ

リ

巨

大

ノ

金

高

ヲ

産

出

シ

タ

ル

者

ナ

リ

、

右

ハ

曩

日

正

院

伺

濟

ノ

規

則

ニ

於

テ

断

然

棄

捐

ノ

品

柄

ニ

之

ア

リ

、

又

下

民

加

入

金

ト

雖

ト

モ

盛

衰

損

益

ハ

同

盟

私

約

ノ

筋

ニ

付

、

馬

喰

町

始

メ

日

光

上

野

等

云

々

棄

捐

相

成

ル

上

ハ

、

右

ハ

加

入

金

ハ

勿

論

寄

附

金

加

入

ノ

分

ト

モ

總

テ

棄

捐

ニ

属

シ

然

ル

ヘ

キ

乎

高

野

山

内

大

徳

院

貸

附

ノ

儀

モ

別

紙

云

々

ノ

通

是

又

前

規

ニ

傚

ヒ

然

ル

ヘ

キ

乎

名

目

貸

ノ

部

ハ

取

立

ル

事

ヲ

先

ニ

シ

返

償

ヲ

後

ニ

ス

ル

方

順

序

ナ

リ

、

左

ナ

キ

時

ハ

逆

運

ヒ

ニ

相

成

第

一

事

業

遷

延

ノ

患

之

ア

リ

、

旁

後

調

ノ

積

リ

ヲ

以

テ

精

細

調

査

ノ

上

何

分

ノ

所

置

相

成

候

方

然

ル

ヘ

キ

乎

右

三

ヶ

條

書

面

ノ

通

決

議

セ

リ

第

四

號



○

酒

田

縣

ヨ

リ

元

松

嶺

縣

管

下

並

ニ

諸

方

ヘ

貸

下

米

金

ノ

内

、

辛

未

年

取

立

金

ノ

分

同

年

貢

金

新

置

縣

ヘ

引

渡

方

取

計

ヒ

候

ニ

付

、

同

時

仕

譯

書

ヲ

以

テ

引

渡

シ

然

ル

ヘ

キ

ヤ

、

御

指

揮

之

ア

リ

度

旨

伺

出

タ

リ

ト

稟

白

ス

、

因

テ

書

面

伺

ノ

通

取

計

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

五

號

○

福

岡

縣

ヨ

リ

故

福

岡

縣

藩

制

中

士

族

卒

貸

渡

金

及

ヒ

旅

費

或

ハ

臨

時

支

給

取

過

分

等

、

曽

テ

家

禄

ノ

内

ヲ

以

テ

年

賦

返

納

取

計

ヒ

、

毎

年

平

均

米

價

ヲ

以

テ

差

引

致

シ

来

ル

所

、

細

鎖

ノ

口

々

計

算

手

數

ヲ

費

シ

彼

是

不

都

合

ノ

次

第

モ

之

ア

ル

ニ

付

、

自

今

六

ヶ

年

平

均

相

庭

ヲ

以

テ

米

建

返

納

取

計

ヒ

度

旨

指

揮

ヲ

乞

フ

ト

稟

陳

ス

、

因

テ

書

面

貸

下

金

ノ

儀

ハ

追

テ

一

般

ノ

所

分

仰

出

サ

ル

ヘ

ク

、

且

旅

費

並

ニ

支

給

金

等

受

取

過

ノ

分

米

建

返

納

ノ

儀

ハ

聞

届

難

ク

ト

指

令

セ

リ

第

六

號

○

敦

賀

縣

ヨ

リ

故

鯖

江

縣

管

下

貸

下

金

二

万

六

百

四

十

兩

餘
内

一

万

六

十

兩

餘

ハ

高

割

拜

借

金

ナ

リ

、

殘

一

万

五

百

八

十

兩

餘

ハ

下

民

共

ヨ

リ

預

リ

金

ナ

リ

ノ

儀

ハ

、

舊

縣

ニ

於

テ

滿

期

大

成

ノ

方

法

ヲ

設

ケ

、

管

内

人

民

共

ヘ

貸

渡

シ

タ

ル

儀

ニ

之

ア

リ

、

然

ル

所

前

件

金

筋

公

私

混

淆

取

調

向

不

都

合

ノ

廉

少

ナ

カ

ラ

ス

、

随

テ

右

預

リ

金

ノ

分

一

時

拜

借

ノ

上

金

主

共

ヘ

返

辨

ヲ

遂

ケ

、

合

金

全

ク

一

途

ノ

貸

下

ニ

取

計

ヒ

度

、

且

向

来

取

立

方

ノ

儀

別

紙

云

々

見

込

ノ

掛

御

指

揮

之

ア

リ

度

旨

等

伺

出

タ

リ

ト

申

牒

ス

、

因

テ

書

面

願

ノ

趣

聞

届

難

ク

貸

付

本

帖

證

書

共

悉

皆

取

纏

メ

支

給

差

出

ス

ヘ

ク

、

且

預

リ

金

ノ

儀

ハ

詮

議

ノ

上

所

分

ノ

次

第

モ

之

ア

ル

ニ

付

、

金

高

人

名

證

書

寫

等

是

又

支

給

差

出

ス

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

七

號

○

廣

島

縣

ヨ

リ

故

廣

島

縣

管

下

高

田

郡

村

々

人

民

救

助

貸

附

米

若

干

石

ノ

内

返

納

殘

米

四

百

七

十

九

石

六

斗

一

升

一

合

、

右

ハ

従

来

極

貧

ノ

村

柄

ニ

之

ア

ル

上

去

ル

己

巳

年

以

来

年

々

凶

作

打

續

難

澁

ノ

次

第

ニ

付

、

右

殘

米

返

納

方

當

申

年

中

猶

豫

相



成

度

旨

願

出

タ

ル

ニ

付

取

糾

セ

シ

所

、

事

實

餘

儀

ナ

ク

相

聞

ヘ

候

間

願

ノ

通

允

可

相

成

度

ト

上

申

ス

、

因

テ

書

面

貸

下

米

ノ

内

四

百

七

十

九

石

六

斗

一

升

一

合

ハ

當

申

暮

迄

延

期

聞

届

タ

リ

、

此

外

五

百

二

十

一

石

二

斗

九

升

八

勺

去

暮

取

立

ノ

分

ハ

、

入

札

所

拂

ノ

上

石

代

ヲ

以

テ

別

途

上

納

取

計

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

負

債

掛

考

課

状

貸

附

之

部

壬

申

六

月

第

一

號

○

従

五

位

中

山

信

徴

ヨ

リ

舊

松

岡

藩

々

債

ノ

儀

、

戊

辰

以

前

ノ

分

自

借

ト

相

心

得

ヘ

キ

旨

御

達

ノ

趣

謹

承

、

然

ル

處

多

年

仕

法

ヲ

以

テ

舊

管

下

村

々

ヘ

金

穀

貸

付

ノ

分

、

戊

辰

前

ノ

儀

ニ

付

相

對

ヲ

以

テ

取

立

苦

シ

カ

ラ

サ

ル

ヤ

ノ

旨

稟

白

セ

リ

ト

史

官

ヨ

リ

打

合

ニ

及

フ

、

因

テ

許

容

然

ル

ヘ

キ

旨

粛

復

ス

第

二

號

○

茨

城

縣

ヨ

リ

元

下

舘

縣

辛

未

七

月

御

届

ケ

金

千

九

百

九

十

八

兩

三

分

三

朱

餘

ノ

内

千

五

百

兩

ハ

錢

券

準

備

金

ナ

リ

、

四

百

九

十

八

兩

三

分

三

朱

餘

ハ

舊

藩

士

族

卒

年

賦

貸

下

金

ナ

リ

、

錢

券

準

備

金

ノ

儀

ハ

既

ニ

河

州

白

木

出

張

所

ニ

於

テ

堺

縣

ヘ

引

渡

、

士

族

貸

渡

金

ノ

儀

ハ

辛

未

年

々

賦

分

取

立

、

差

引

殘

四

百

十

兩

三

分

餘

ニ

之

ア

ル

所

、

藩

政

ノ

砌

ヨ

リ

殘

金

調

ノ

仕

来

ニ

テ

貸

付

口

ヘ

ハ

組

入

レ

ス

、

証

文

金

ノ

唱

ヲ

以

テ

御

届

ニ

及

ヒ

タ

ル

ニ

付

、

取

立

殘

證

書

ノ

儘

所

轄

新

置

縣

ヘ

引

渡

苦

シ

カ

ラ

ス

ヤ

ノ

旨

伺

出

タ

ル

ニ

付

、

御

指

揮

之

ア

リ

度

ト

上

陳

ス

、

因

テ

伺

ノ

通

相

心

得

根

帖

證

書

共

至

急

差

出

ス

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

三

號

○

新

治

縣

ヨ

リ

元

小

見

川

縣

石

高

拜

借

金

若

干

兩

ノ

内

、

曩

ニ

御

届

ノ

節

辛

未

六

月

迄

上

納

高

八

百

兩

ヲ

千

百

兩

ト

記

載

セ

シ

段

、

粗

漏

ノ

至

恐

入

タ

ル

旨

申

出

タ

リ

ト

稟

白

セ

リ



第

四

號

○

岐

阜

縣

ヨ

リ

元

苗

木

縣

管

下

村

々

種

子

貸

ト

唱

ヘ

タ

ル

貸

付

米

若

干

石

ノ

儀

ハ

、

曽

テ

數

百

年

ヲ

経

原

由

年

月

分

明

ナ

ラ

ス

ト

雖

ト

モ

、

従

来

利

米

取

立

来

ル

所

右

ハ

二

割

半

或

ハ

三

割

抔

格

別

ノ

高

利

ニ

之

ア

リ

、

下

民

共

難

澁

ノ

運

苦

情

申

立

、

右

利

米

容

捨

元

米

年

賦

返

納

ノ

儀

等

云

々

歎

願

ノ

趣

餘

儀

ナ

キ

次

第

願

ノ

通

採

用

相

成

度

旨

別

紙

相

副

指

揮

ヲ

乞

フ

ト

上

申

ス

、

因

テ

書

面

伺

ノ

趣

ハ

追

テ

一

般

ノ

所

分

仰

出

サ

ル

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ

第

五

號

○

和

歌

山

縣

ヨ

リ

舊

和

歌

山

縣

管

下

紀

勢

兩

州

市

在

ノ

者

共

ヘ

貸

附

米

金

、

人

別

調

帳

ノ

外

延

寶

年

度

以

来

浦

村

救

貸

或

ハ

収

納

未

進

、

又

ハ

凶

作

傷

毛

代

リ

貸

等

總

テ

年

賦

救

助

貸

ノ

分

、

去

ル

己

巳

年

藩

制

改

革

ノ

際

追

テ

下

ケ

切

ノ

所

分

ニ

及

フ

ヘ

キ

見

込

ヲ

以

テ

、

下

民

共

ヨ

リ

自

然

相

納

ム

ル

ノ

外

ハ

別

段

取

立

ヲ

モ

致

サ

ス

其

儘

浮

置

之

ア

ル

所

、

右

ハ

固

ヨ

リ

極

貧

ノ

者

共

ニ

之

ア

リ

、

其

中

死

失

絶

家

等

少

ナ

カ

ラ

ス

、

畢

竟

舊

藩

見

込

通

取

計

候

外

之

ナ

ク

、

且

數

年

曆

ヲ

経

タ

ル

儀

ニ

モ

之

ア

リ

、

旁

右

返

納

殘

總

テ

下

ケ

切

ノ

御

所

置

之

ア

リ

度

旨

指

揮

ヲ

乞

フ

ト

申

牒

ス

、

因

テ

書

面

伺

ノ

趣

追

テ

一

般

ノ

所

分

仰

出

サ

ル

ヘ

ク

候

條

、

外

貸

附

同

樣

根

帖

證

文

共

差

出

ス

ヘ

ク

ト

指

令

セ

リ


